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書籍に誤りがございましたので、訂正をお願いいたします。 

訂 正 箇 所 訂 正 内 容 

本編 P.74 

２ 所得控除の種類 

上から 16 行目 
【誤】～その他の親族で、合計所得が基礎控除額以下の人が～ 

【正】～その他の親族で、総所得金額等が基礎控除額以下の人が～ 

下から 11 行目 
【誤】合計所得金額とは、原則として総所得金額～ 

【正】総所得金額等とは、原則として総所得金額～ 

下から 2 行目 
【誤】①＋②＋退職所得金額＋山林所得金額＝合計所得金額 

【正】①＋②＋退職所得金額＋山林所得金額＝総所得金額等 
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